
建築改修業務等期間中における工事ヤード 

建築改修業務等期間中について、以下のように旧東清掃事業所跡地の一部を工事ヤード等（※）

として整備を行い、建築改修業務等終了後には、舗装にて返還を行うものとする。 

（※）仮設棟の設置等の状況を鑑み、適宜工事ヤード等を臨時駐車場として使用することも妨げ

ない。 

 

図 建築改修業務等期間中 

 
図 建築改修業務等終了後 

 

●第２駐車場と第３駐車場の台数は、現状の駐車可能台数であり、事業者提案により台数を多く設けるよう調整することも妨

げない。 
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